
宣 言 日 令和2年12月1日

住 所 東松山市下野本1414

県内企業等の名称 株式会社豊島製作所

代 表 者 氏 名 代表取締役社長　新居　英一

はＳＤＧｓの内容を理解し、ＳＤＧｓ達成に向けた

三側面 ＳＤＧｓ達成に向けた重点的な取組

経済

最低賃金と社員給与支給総額を引き上げ
る

<2020年の数値>
最低賃金:地域別最低賃金と同額
社員給与支給総額:8.5億円(直近決算時)

＜2030年に向けた指標＞

最低賃金:地域別最低賃金(時給)+60円の維持
社員給与支給総額:9.2億円以上

＜取組開始３年後に向けた指標＞

最低賃金:地域別最低賃金(時給)+60円
社員給与支給総額:9.0億円以上

地域に貢献する活動を行う

<2020年の数値>
近隣小学校社会科見学の受け入れ　1回

＜2030年に向けた指標＞

年1回以上の実施継続

＜取組開始３年後に向けた指標＞

年1回以上の実施

【記載留意点】
・（様式第３号）ＳＤＧｓ達成に向けた県内企業等の基本的取組事項（要件２）に記載いただいた取組内容を踏まえ、
「環境」「社会」「経済」の三側面の全てについて、「ＳＤＧｓ達成に向けた重点的な取組」を記載してください。
・指標は原則として数値目標を記載してください。
・ＳＤＧｓのターゲット年である２０３０年に向けた指標をベースにして、取組開始から３年後に向けた指標を記載し
てください。

(様式第２号)

指　標

＜2030年に向けた指標＞

基準排出量4062tに対して20%削減

＜取組開始３年後に向けた指標＞
環境

基準排出量4062tに対して13%削減

CO2排出量の削減を図る

<2020年の数値>
基準排出量4062tに対して10.8%削減

ＳＤＧｓ達成に向けた宣言書（要件１）

記

「ものづくりで、お客様と社員と世の中にプラスをもたらす」という企業理念の下、SDGsの目標達成
に直接貢献できる製品を開発し世界中に提供していくとともに地域社会の中でもその一員としての役
割を果たしていく。

株式会社豊島製作所

取組方針を下記のとおり宣言します。

ＳＤＧｓ達成に向けた県内企業等の取組方針

社会


